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ITER 計画懇談会報告書（案）へのコメント 

 
 

○ 木田委員 
○ 井上委員 
○ 村上委員 
○ 吉川（允）委員 
○ 大河原委員 
○ 藤原委員 
○ 宮委員 
○ 西室委員 
○ 飯吉委員  



○ 木田委員 
 

  



○ 井上委員 
平成１３年３月２７日 

 
ITER 計画懇談会報告書（案）の追加・修正案 

 
京都大学エネルギー理工学研究所 

井上信幸 
 
お届けいただきました報告書案は大変立派な内容であると思います．追加，修正があればお
知らせするようにとのことでしたので，気づいた点を下記に記します．よろしくお願いいた
します． 
 
ｐ．１，下１０行：「技術的存在力」→「技術的潜在力」ではないでしょうか？ 
ITER を国内に建設する場合のメリットについては大局的見地から随所に述べられており
ます．加えて技術的見地からのメリットを挙げるとすれば，下記のようなことがあると考え
られます． 

• 我が国の多くの研究者・技術者にシステム統合技術の習得や実験炉の建設・運転・
保守・管理・総合試験の経験を積む機会が与えられ，産業界の関連技術ポテンシャ
ルの向上にも有効である． 

• プロジェクトの神髄に関わる性能の確認や技術課題の克服などにまつわる，重要な
技術情報は現場で集約され，判断される．こうして蓄積される技術情報，あるいは
技術に関わる優れた人材は，将来の展開や発展に不可欠である． 

• 地理的に有利なホスト国の技術者には，最先端技術の成立過程をつぶさに観察し，
これに貢献できる機会が多くなる． 

• 我が国の研究者・技術者に国際プロジェクトの取りまとめに主導的役割を果たすと
いう貴重な経験の機会が与えられる． 

• 我が国が推進する核融合炉の段階的開発計画において，ITER の次の原型炉段階で
必要となるインフラストラクチャーが残る． 

以上は核融合会議開発戦略検討分科会報告書９２ページから拾い出して要約したものです
が，報告書全体から見ればやや細かすぎるかも知れません．採用されます場合には，報告書
の文章の高遠なトーンに合わせて，適切なところに挿入して下さい． 
  



○ 村上委員 
 

 



  



○ 吉川（允）委員 
 

  



○ 大河原委員 
 

  



○ 藤原委員 
 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



  



○ 宮委員 
 

 



 
  



○ 西室委員 
 

平成１３年３月３０日 
（社）日本電機工業会 

西 室 泰 三 
 

ＩＴＥＲ計画懇談会報告書（案）についての意見 
 
本日のＩＴＥＲ計画懇談会には所用のため欠席させていただくので、報告書(案)について意
見を以下に申し述べる。 

1. 今回、取りまとめられた報告書(案)は、昨年７月から続けられて来たＩＴＥＲ計画
懇談会における議論を的確に反映するとともにＩＴＥＲ計画推進に関する懇談会の
提言を明らかにしており、本懇談会の報告書としてふさわしいと考える。 

2. 本懇談会では、約３年前に中間報告を取りまとめ、わが国がＩＴＥＲ誘致に名乗り
を上げるか否かについて結論を出すための課題が提示された。昨年７月に懇談会を
再開後、課題に対する検討結果を踏まえて、報告書(案)では、わが国がＩＴＥＲ計
画の参加国としてＩＴＥＲ計画を積極的に推進するだけでなく、設置国となって主
体的にＩＴＥＲ計画を推進することの意義が非常に大きいことを明らかにしている。
今後、国としての総合的な判断を行うことになるが、わが国の誘致活動の現状及び
国際協力の観点から、わが国が設置国となれるよう国の前向きな決断を期待する。 

3. 産業界については、ＩＴＥＲ参加各国から機器・装置が搬入され、設置国において
検査、組立、統合化が図られる必要があることから、研究者との連携の下に大きな
役割を担うことになるとしている。産業界が蓄積した設計・製造の技術力を結集す
ることとしたい。 

 
以 上 

 
  



○ 飯吉委員 
 

平成１３年３月２９日 
 
ＩＴＥＲ計画懇談会 吉 川 弘 之 殿 

 飯 吉 厚 夫 
 
今回のＩＴＥＲ計画懇談会に出席できませんので、報告書案についてのコメントを書面に
より提出します。席上でご検討ください。 

1. 今回のＩＴＥＲ計画懇談会の結論としては、「我が国がＩＴＥＲを設置国として主体
的に推進することの意義が大きいことを理解するが、設置国に名乗りを挙げるか否
かについては更に検討を行った上で、政府において総合的な判断をすることを望む」
となっていて、ＩＴＥＲの誘致については、本懇談会は是非の結論を出していない、
と理解する。 

2. なお、当懇談会の役割と位置づけが最終段階になって座長から提出され、本来ＩＴ
ＥＲ誘致の判断をするための基本となる科学的意義、科学者間における理解、実施
体制などの重要課題が不十分なまま本懇談会の検討の枠外とされ問題提起に終って
いることは、これまで無用な議論を多く繰り返していたことになり理解しがたい。 
 

3. 報告書案の表現については、少なくとも以下の２点について、修正を望みたい。 
 

[3.核融合エネルギーの技術的見通し] 
(P12)"材料開発を目指して中性子照射試験が行われる"については、材料の照射実験にはＩ
ＴＥＲの中性子フルーエンスが小さいため、システム試験に終わる見通しであり、ＩＴＥＲ
計画の一環として低放射化材料の開発計画を明確に打ち出すべきである。 
 
(P14)"ＩＴＥＲにおいては、・・・・・科学的知見や技術の大部分が発電炉に近い規模で実
現されることになる"については、"ＩＴＥＲによって得られる科学的知見や技術の大部分は
発電炉に応用が可能である。"が正しい表記である。 
 
（理由：中性子のフルーエンスが低く､低放射化材料が主構造材として使われていないため、
中性子による重照射を必要とする低放射化材料の開発は不可能であり、この重要な技術開
発項目がＩＴＥＲ計画から抜け落ちている。しかも、循環エネルギーの大きい定常化に大き
な努力を要するトカマク型であるＩＴＥＲが次の実証炉に直接繋がるか否かは科学者の間
でも意見が分かれており、我が国の第３段階の核融合開発計画においても、実証炉の建設の
前にチェックポイントを置くことになっている。） 


